
 

 

本プロジェクトにおけるデータマネジメント基本方針 
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ＮＥＤＯプロジェクトにおけるデータマネジメントに係る基本方針 

 

 

 本プロジェクトの目的の達成及び本プロジェクトで取得又は収集した研究開発データの

効果的な利活用促進のため、本プロジェクトにおいては、以下のデータマネジメントを行う

ことを原則とする。 

 本方針に記載のない事項については、本プロジェクトの目的を踏まえ、プロジェクト参加

者間の合意により必要に応じて定めるものとする。 
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【委託者指定データを指定しない場合】 

 

プロジェクト参加者は、本方針に従い、特段の事情がない限りプロジェクト開始（委託契

約書の締結）までに、研究開発データの取扱いについて合意した上で、データマネジメント

プランを作成するものとする。なお、プロジェクト参加者間でのデータの取扱いについての

合意書（以下「データ合意書」という。）及びデータマネジメントプランの作成に当たって

は、経済産業省の「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン

（別冊）委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライン」（平成２９

年１２月）を参考にする。 

 

１．本方針で用いる用語の定義 

（１）研究開発データ 

 「研究開発データ」とは、研究開発で取得又は収集した電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子

計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）をいう。 

 

（２）自主管理データ 

「自主管理データ」とは、プロジェクト参加者が自主的に管理する研究開発データをいう。 

 

（３）非管理データ 

「非管理データ」とは、自主管理データ以外の特に管理を要しない研究開発データをいう。 

 

２．本研究開発における研究開発データの基本的事項 

（１）自主管理データ 

自主管理データについては、一義的には取得又は収集したプロジェクト参加者が管理方針

を決定すべきものであるが、種々の目的や用途のためにプロジェクト参加者自らによる利活

用又は他者に対する提供等を促進するよう努める。 

 

３．ＮＥＤＯと受託者とが約する事項 

（１）データカタログに掲載する索引情報の報告 

プロジェクト参加者以外にも提供・利活用が可能な自主管理データについては、その索引情報

（以下「メタデータ」という。）をＮＥＤＯに報告し、これをＮＥＤＯが作成したデータカ

タログに掲載することに同意するものとする。 

 

（２）データマネジメントプランの提出 

 受託者は、プロジェクト参加者以外にも提供・利活用が可能な自主管理データについては、デ

ータマネジメントプランをＮＥＤＯに提出する。 

また、受託者は、プロジェクト参加者間のみで共有・利活用可能な自主管理データ、他のプロジ

ェクト参加者やプロジェクト参加者以外と共有・利活用しない自主管理データについては、研究

開発データの名称、研究開発データの管理者、研究開発データの説明及び秘匿する理由を記

載した簡略型データマネジメントプランをＮＥＤＯに提出する。 



データマネジメントプラン及び簡略型データマネジメントプランは、特段の事情がない限りプ

ロジェクト開始前までに、ＮＥＤＯに提出する。ただし、プロジェクト開始前にデータの取得

又は収集を想定することが困難な場合は、データの取得又は収集の想定ができた時点で、デ

ータマネジメントプラン及び簡略型データマネジメントプランのＮＥＤＯへの提出を行うこ

ととする。 

 

（３）データマネジメントプランの追加提出・修正 

 受託者は、プロジェクト開始後に、想定し得なかったデータが取得又は収集される場合は、必

要に応じて、研究開発プロジェクト期間中であってもデータマネジメントプラン及び簡略型デー

タマネジメントプランを追加提出又は修正し、ＮＥＤＯに提出する。 

 

（４）受託者は、データマネジメントプラン、簡略型データマネジメントプラン及びメタデ

ータをＮＥＤＯが別途指定する様式によりＮＥＤＯに提出する。 

 

４．プロジェクト参加者間のデータ合意書で定める事項 

（１）データマネジメントの体制の整備 

 本方針に従い、自主管理データのマネジメントを適切に行うため、知財運営委員会にデー

タマネジメント機能を付与する。 

知財運営委員会は、管理すべき研究開発データの特定、研究開発データの形式の決定、デ

ータ提供、秘匿化の方針決定及び研究開発データの利用許諾条件等の調整等を行う。 

 

（２）本プロジェクトの研究開発データの第三者への開示の事前承認 1 

 本プロジェクトの実施によって取得又は収集された研究開発データのうち、自主管理デー

タについては、知財運営委員会の承認を得ることなく、プロジェクト参加者以外の第三者に

対して開示し又は漏洩してはならないものとする。ただし、知財運営委 

員会の承認が得られた研究開発データについては、広範な利活用を促進するよう努めるもの

とする。 

 
1  個人情報を含む研究開発データについては、他者に提供する場合には、本人の同意を得ることや特定の個

人を識別できないように加工することが必要となるが、プロジェクト参加者は、当該加工に際し、法令及びガ

イドライン等を十分に考慮する必要があることに留意する。また、自主管理データを管理するに当たり、不正

競争防止法における保護を受けるためには、その自主管理データが、不正競争防止法上の「営業秘密」として

管理されていることが必要である点に留意する。 

 

（３）データマネジメントプランの作成及び研究開発データの利用許諾 

 プロジェクト参加者は、データマネジメントプランを作成してＮＥＤＯ及び知財運営委員

会に提出し、データマネジメントプランに従って研究開発データの管理を実施 

する。また、研究開発の進展等に伴い、データマネジメントプランを適宜修正してＮＥＤＯ

及び知財運営委員会に提出する。 

 研究開発データの利用許諾は、データマネジメントプランに従って行う。研究開発データ

の範囲、利用許諾料その他の事項について当事者間の協議が難航し、本プロジェクトの成果



の事業化に支障を及ぼすおそれがある場合は、知財運営委員会において調整し、当事者間で

合理的な解決を図るものとする。 

 

（４）本プロジェクト期間中の研究開発又は本プロジェクトの成果の事業化のための研究開

発データの利用許諾 

プロジェクト参加者は、本プロジェクト期間中における本プロジェクト内での他のプロジ

ェクト参加者による研究開発活動に対して、又は本プロジェクトの成果を事業化するための

活動に対して、必要な範囲で、無償又は合理的な利用料で利用許諾することを原則とする。

（自主管理データにおいて、プロジェクト参加者間で有償により利用許諾すること等の別段

の取決めがある場合はこの限りでない。） 

ただし、当該研究開発データを利用許諾することにより、利用許諾を行った者の既存又は

将来の事業活動に影響を及ぼすことが予想される場合には、利用許諾を拒否することができ

るものとする。このほか、例外として認める範囲（特にプロジェクト参加者が本プロジェク

トの実施のために持ち込んだ研究開発データ）については、プロジェクト参加者間の合意に

基づき必要な範囲で明確化するものとする。 

研究開発データの範囲、利用許諾料その他の事項について当事者間の協議が難航し、本プ

ロジェクトの成果の事業化に支障を及ぼすおそれがある場合は、知財運営委員会において調

整し、当事者間で合理的な解決を図るものとする。 

 

５．プロジェクト参加者がデータマネジメントプランに記載する事項 

 以下の事項につき、本プロジェクト内での他のプロジェクト参加者とよく協議を行った上

で記載すること。特に（８）に関しては、研究開発データの円滑な提供に向けた取組として、

当該研究開発データと、プロジェクトで他のプロジェクト参加者が開発したソフトウェアや

他のプロジェクト参加者が取得又は収集した研究開発データと併せて利用許諾される可能

性があれば記載すること。 

（１） 研究開発データの名称 

（２） 研究開発データを取得又は収集した者 

（３）   研究開発データの管理者 

（４） データの分類（自主管理データと記載） 

（５） 研究開発データの説明 

（６） 研究開発データの想定利活用用途 

（７） 研究開発データの取得又は収集方法 

（８） 研究開発データの利活用・提供方針 

（９） （他者に提供する場合）円滑な提供に向けた取組 

（秘匿して自ら利活用する場合）秘匿期間、秘匿理由 

（１０） リポジトリ（プロジェクト期間中、終了後） 

（１１） 想定データ量 

（１２） 加工方針（ファイル形式、メタデータに関する事項を含む。） 

（１３）  その他（サンプルデータやデータ提供サイトのＵＲＬ） 

 

 

【委託者指定データがある場合】 



 

プロジェクト申請者は、本方針に従い、プロジェクトの申請に際し、データマネジメント

企画書を作成する。また、採択後は特段の事情がない限りプロジェクト開始（委託契約書の

締結）までに、プロジェクト参加者は、研究開発データの取扱いについて合意した上で、デ

ータマネジメントプランを作成するものとする。なお、データマネジメント企画書、プロジ

ェクト参加者間でのデータの取扱いについての合意書（以下「データ合意書」という。）及

びデータマネジメントプランの作成に当たっては、経済産業省の「委託研究開発における知

的財産マネジメントに関する運用ガイドライン（別冊）委託研究開発におけるデータマネジ

メントに関する運用ガイドライン」（平成２９年１２月）を参考にする。 

 

１．本方針で用いる用語の定義 

（１）研究開発データ 

 「研究開発データ」とは、研究開発で取得又は収集した電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子

計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）をいう。 

 

（２）委託者指定データ 

 「委託者指定データ」とは、ＮＥＤＯが管理するべき研究開発データであり、ＮＥＤＯに

提供される研究開発データとして指定された研究開発データをいう。 

 

（３）自主管理データ 

「自主管理データ」とは、委託者指定データ以外の研究開発データであって、プロジェク

ト参加者が自主的に管理する研究開発データをいう。 

 

（４）非管理データ 

「非管理データ」とは、委託者指定データ又は自主管理データ以外の特に管理を要しない

研究開発データをいう。 

 

２．本研究開発における研究開発データの基本的事項 

（１）委託者指定データの内容 

研究開発データの範囲：例）○○実証において撮像したデータ及び関連データ 

備考：例）（本研究開発の目的と委託者指定データとの関係など）本プロジェクトの目的

の一つとして、○○実証において撮像したデータ及び関連データを取得して基盤データベー

スを構築することが挙げられている。当該研究開発データについては、ＮＥＤＯが取得を委

託するものであるから、ＮＥＤＯに提供されるものとする。 

 

（２）委託者指定データの想定利活用用途 2 

例）○○探査や○○分析に関する研究開発に利活用可能と考えられる。 

 

 

（３）委託者指定データの保存･提供方針 



例１）プロジェクト終了後○年間、ＮＥＤＯが保存し、その後公開する予定である。 

例２）当該研究開発データについては、プロジェクト終了後速やかに、独立行政法人○○に

保存・公開を委託予定である。 

 

（４）自主管理データ 

自主管理データについては、一義的には取得又は収集したプロジェクト参加者が管理方針

を決定すべきものであるが、種々の目的や用途のためにプロジェクト参加者自らによる利活

用又は他者に対する提供等を促進するよう努める。 

 

３．ＮＥＤＯと受託者とが約する事項 

（１）委託者指定データの提供について 

受託者は、委託者指定データを、プロジェクト終了時に、２．（１）－（３）の記載に従

い、指定された者に提供しなければならない。 

また、プロジェクト期間中想定し得ない知見が得られた場合、当初は非管理データと位置

づけていた研究開発データでも、プロジェクト期間中に当初想定し得なかった有益性を見い

だされた場合等、研究開発データの中にはＮＥＤＯが管理するに資する研究開発データも含

まれた場合には、ＮＥＤＯと受託者は、委託契約上必要な手続きを経て委託者指定データの

範囲を変更することを検討する。 

 

（２）委託者指定データに係る権利の帰属等について 

委託者指定データについては、ＮＥＤＯが自由に利活用できるよう、ＮＥＤＯは、委託者

指定データについての一切の権利を、受託者から譲り受けるものとする。また、委託者指定

データについて、ノウハウの指定はしないものとする。 

また、当該委託者指定データが創作性を有するデータベースである場合、受託者は、ＮＥ

ＤＯ及び第三者による実施について、当該データベースに係る著作者人格権は行使しないこ

とを遵守する。 

 なお、委託者指定データの利活用を促進するため、ＮＥＤＯは、委託者指定データを受託

者が自ら利活用することを妨げないものとする。 

 

 

 
2 国費を投じて実施した研究開発により取得又は収集を委託した研究開発データであることに鑑み、広く一般

に利活用させることを原則とする。ただし、安全保障上の理由その他ＮＥＤＯが特に必要と認める理由がある

場合はこの限りでない。 

 

（３）秘密保持について 

受託者は、受託者が知り得た委託者指定データの内容を秘密として保持し、ＮＥＤＯの承

諾を得ない限り、プロジェクト参加者以外の第三者に対して開示し又は漏洩してはならな

い。ただし、受託者が、当該委託者指定データが次のいずれかに該当することを立証できる

場合については、この限りでない。 

一 知り得た際、既に公知となっていたもの 

二 知り得た際、既に自己が正当に保有していたもの 



三 知り得た後、自己の責によらずに公知となったもの 

四 知り得た後、正当な権利を有する第三者より秘密保持義務を負うことなく開示を受け

たもの 

また、受託者は、自己に属する従業者等が、従業者等でなくなった後も含め、上述の秘密

保持に関する義務と同様の義務を当該従業者等に遵守させなければならない。 

 

（４）データカタログに掲載する索引情報の報告 

受託者は、①委託者指定データ、②プロジェクト参加者以外にも提供・利活用が可能な自主管

理データについては、その索引情報（以下「メタデータ」という。）をＮＥＤＯに報告し、こ

れをＮＥＤＯが作成したデータカタログに掲載することに同意するものとする。 

 

（５）データマネジメント企画書の提出 

 受託者は、委託者指定データについては、後述４．の内容が記載されたデータマネジメン

ト企画書を申請時にＮＥＤＯに提出しなければならない。 

 

（６）データマネジメントプランの提出 

 受託者は、①委託者指定データ、②プロジェクト参加者以外にも提供・利活用が可能な自主管

理データについては、データマネジメントプランをＮＥＤＯに提出する。 

また、受託者は、③プロジェクト参加者間のみで共有・利活用可能な自主管理データ、④他のプ

ロジェクト参加者やプロジェクト参加者以外と共有・利活用しない自主管理データについては、研

究開発データの名称、研究開発データの管理者、研究開発データの説明及び秘匿する理由を

記載した簡略型データマネジメントプランをＮＥＤＯに提出する。 

データマネジメントプラン及び簡略型データマネジメントプランは、特段の事情がない限りプ

ロジェクト開始（委託契約書の締結）までに、ＮＥＤＯに提出する。ただし、プロジェクト開始

前にデータの取得又は収集を想定することが困難な場合は、データの取得又は収集の想定が

できた時点で、データマネジメントプラン及び簡略型データマネジメントプランのＮＥＤＯへ

の提出を行うこととする。 

 

（７）データマネジメントプランの追加提出・修正 

 受託者は、プロジェクト開始後に、想定し得なかったデータが取得又は収集される場合は、必

要に応じて、研究開発プロジェクト期間中であってもデータマネジメントプラン及び簡略型デー

タマネジメントプランを追加又は修正し、ＮＥＤＯに提出する。 

 

（８）受託者は、データマネジメント企画書、データマネジメントプラン、簡略型データマ

ネジメントプラン及びメタデータをＮＥＤＯが別途指定する様式によりＮＥＤＯに提出す

る。 

 

４．プロジェクト申請者がデータマネジメント企画書で提案する事項 

委託者指定データについて、少なくとも以下の点を提案すること。 

（１） 研究開発データの名称 

（２） 研究開発データを取得又は収集した者 



（３）   研究開発データの管理者 

（４） 委託者指定データ、自主管理データの分類    

（５） 研究開発データの説明 

（６） 研究開発データの想定利活用用途 

（７） 研究開発データの取得又は収集方法 

（８） 研究開発データの利活用・提供方針 

（９） （他者に提供する場合）円滑な提供に向けた取組 

（秘匿して自ら利活用する場合）秘匿期間、秘匿理由 

（１０） リポジトリ（プロジェクト期間中、終了後） 

（１１） 想定データ量 

（１２） 加工方針（ファイル形式、メタデータに関する事項を含む。） 

（１３）  その他（サンプルデータやデータ提供サイトのＵＲＬ） 

 

 なお、２．（１）、（２）について申請時により適切な指定の方法があれば、データマネジ

メント企画書にてＮＥＤＯに提案することができる。 

 

 

５．プロジェクト参加者間のデータ合意書で定める事項 

（１）データマネジメントの実施体制の整備 

 本方針に従い、委託者指定データや自主管理データのマネジメントを適切に行うため、知

財運営委員会にデータマネジメント機能を付与する。 

知財運営委員会は、管理すべき研究開発データの特定、研究開発データの形式の決定、デ

ータ提供、秘匿化の方針決定及び研究開発データの利用許諾条件等の調整等を行う。 

 

（２）本プロジェクトの研究開発データの第三者への開示の事前承認 3 

 本プロジェクトの実施によって取得又は収集された研究開発データのうち自主管理デー

タについては、知財運営委員会の承認を得ることなく、プロジェクト参加者以外の第三者に

対して開示し又は漏洩してはならないものとする。ただし、知財運営委員会の承認が得られ

た研究開発データについては、広範な利活用を促進するよう努めるものとする。 

 

（３）データマネジメントプランの作成及び研究開発データの利用許諾 

 プロジェクト参加者は、データマネジメントプランを作成してＮＥＤＯ及び知財運営委員

会に提出し、データマネジメントプランに従って研究開発データの管理を実施する。また、

研究開発の進展等に伴い、データマネジメントプランを適宜修正してＮＥＤＯ及び知財運営

委員会に提出する。 

 研究開発データの利用許諾は、データマネジメントプランに従って行う。研究開発データ

の範囲、利用許諾料その他の事項について当事者間の協議が難航し、本プロジェクトの成果

の事業化に支障を及ぼすおそれがある場合は、知財運営委員会において調整し、当事者間で

合理的な解決を図るものとする。 

 



（４）本プロジェクト期間中の研究開発又は本プロジェクトの成果の事業化のための研究開

発データの利用許諾 

プロジェクト参加者は、本プロジェクト期間中における本プロジェクト内での他のプロジ

ェクト参加者による研究開発活動に対して、又は本プロジェクトの成果を事業化するための

活動に対して、必要な範囲で、無償又は合理的な利用料で利用許諾することを原則とする。

（自主管理データにおいて、プロジェクト参加者間で有償により利用許諾すること等の別段

の取決めがある場合はこの限りでない。） 

ただし、当該研究開発データを利用許諾することにより、利用許諾を行った者の既存又は

将来の事業活動に影響を及ぼすことが予想される場合には、利用許諾を拒否することができ

るものとする。このほか、例外として認める範囲（特にプロジェクト参加者が本プロジェク

トの実施のために持ち込んだ研究開発データ）については、プロジェクト参加者間の合意に

基づき必要な範囲で明確化するものとする。 

研究開発データの範囲、利用許諾料その他の事項について当事者間の協議が難航し、本プ

ロジェクトの成果の事業化に支障を及ぼすおそれがある場合は、知財運営委員会において調

整し、当事者間で合理的な解決を図るものとする。 

 
3 個人情報を含む研究開発データについては、他者に提供する場合には、本人の同意を得ることや特定の個人

を識別できないように加工することが必要となるが、プロジェクト参加者は、当該加工に際し、法令及びガイ

ドライン等を十分に考慮する必要があることに留意する。また、自主管理データを管理するに当たり、不正競

争防止法における保護を受けるためには、その自主管理データが、不正競争防止法上の「営業秘密」として管

理されていることが必要である点に留意する。 

 

６．プロジェクト参加者がデータマネジメントプランに記載する事項 

 ４．の（１）－（１３）と同様の事項につき、本プロジェクト内での他のプロジェクト参

加者とよく協議を行った上で記載すること。特に４．（８）に関しては、研究開発データの

円滑な提供に向けた取組として、当該研究開発データと、プロジェクトで他のプロジェクト

参加者が開発したソフトウェアや他のプロジェクト参加者が取得又は収集した研究開発デ

ータと併せて利用許諾される可能性があれば記載すること。 

 

 なお、データマネジメント企画書に２．（１）、（２）について申請時により適切な指定の

方法をＮＥＤＯに提案し、これが認められた場合、データマネジメントプランにその内容を

反映すること。 

 

 

本方針は、平成３０年４月１日から適用する。 

 

（改訂履歴） 

平成３０年３月  第１版 

 

 

 


